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１【提出理由】

当社は、平成26年６月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５

第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するもので

あります。
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２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成26年６月27日

 

(2) 決議事項の内容

第１号議案 剰余金処分の件

財務体質の健全化を確保することを目的とし、会社法第452条の規定に基づき、その他資本剰余金291,881,982円

を繰越利益剰余金に振り替え、欠損填補することの承認をお願いするものであります。

 

第２号議案 従業員持株会連動型ＥＳＯＰの廃止と株式の買取の件

一般社団法人ダイヤ通商従業員持株会支援会が引き受けた第三者割当増資の借入れ資金の金利や諸経費は想定し

た以上の負担となっており、今後の当社負担軽減の為の従業員持株会連動型ＥＳＯＰの廃止および会社法第160条の

規定に基づき、本総会終結の時から、１年を超えないときまでに一般社団法人ダイヤ通商従業員持株会支援会か

ら、当社普通株式545,000株、取得株式の総額39,785,000円を限度として取得することにつきご承認をお願いするも

のであります。

 
第３号議案 定款一部変更の件

文京区本郷の本社ビルは、平成２６年３月末日に建物賃貸借契約の終了を迎えたことにともない、新たに豊島区

巣鴨に移転しました。このため、該当の条文につき所要の変更を行うものであります。

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

びに当該決議の結果

 

決議事項
賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件
決議の結果及び
賛成(反対)割合

(％)

第１号議案
剰余金処分の件

5,303 41 0 (注)１ 可決 99.2

第２号議案
従業員持株会連動型
ＥＳＯＰの廃止と株
式の買取の件

5,273 71 0 (注)２ 可決 98.7

第３号議案
定款一部変更の件

5,290 54 0 (注)２ 可決 99.0
 

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議

決権の３分の２以上の賛成による。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

該当事項はありません。
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